
（注意） 

・郵送等での手続きはできません。 

・転入・転居の届出は、窓口でのみ

受付をしております。 

・届書は、自署してください。 

（ワープロ不可） 
 

※届書（印刷用）は、６枚目を印刷してください。 



 

記載例（転入）

） 

 

転入・転居の場合、 

郵送での手続きは

できません。 

△△△△△△△△△●● 

 

転入・転居の場合、 

郵送等での手続き

はできません。 

 

個人番号、住民票コードは、 

転出証明書に記載されてい

る番号を記入してください。 

 

太枠の中を 

ご記入ください。 
 
※鉛筆・消せるボールペンは 

使用しないでください。 

異動日＝引越しをした日 
 
※転入・転居は 

予定では受付できません。 

引越しを済ませてから届出 

してください。 

 

×△△△△△△△△●●× 

 



 

記載例（区内転居）

） 

 

転入・転居の場合、 

郵送での手続きは

できません。 

転入・転居の場合、 

郵送等での手続き

はできません。 



 

記載例（複数国籍世帯）

） 

 

転入・転居の場合、 

郵送での手続きは

できません。 

転入・転居の場合、 

郵送等での手続き

はできません。 

●●△△△△△△△●● 

 

××××△△△△●●● 

 



 

記載例（外国人）

） 

 

転入・転居の場合、 

郵送での手続きは

できません。 

転入・転居の場合、 

郵送等での手続き

はできません。 

●●△△△△△△△●● 

 




